
越谷市 と小 鹿野 町 との森 林整 備の 実 施に関 する 協定 書  

 

 越 谷 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 小 鹿 野 町 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。）

は、甲 が乙 所有 の 森林に おい て森 林 整備を 実施 する こ とに関 し、次

のとお り協 定を 締 結する 。  

 

 （目 的）  

第１条  こ の協 定 は、甲 が乙 の協 力 を得て 、乙 が所 有 する森 林にお

いて森 林整 備（植 樹、下草 刈り、枝 打ち、間 伐、除 伐 等の森 林保 全

業 務 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 実 施 す る こ と に よ り 、 森 林 の 保 全 及 び

地球温 暖化 対策 の 推進を 図る とと も に、森 林を 活用 し た自然 体験を

伴う保 健・教 育・文化的・観光 交流 事業を 実施 し 、甲 乙相互 の交 流

の促進 を図 るこ と を目的 とす る。  

 

 （協 定の 対象 区 域）  

第２条  こ の協 定 の対象 とな る区 域（以下「こ しが や・おが の交流

の森」 とい う。） は、甲 乙協 議の 上 、定め るも のと す る。  

 

 （森 林整 備の 実 施）  

第３条  甲 は 、乙 との協 議の 上「こ しがや・おが の交 流の森 」にお

いて森 林整 備を 実 施し、 乙は 、こ れ に協力 する もの と する。  

２  甲 及び 乙は 、森林整 備を 実施 す るにあ たっ ては 、年度毎 に、実

施方法 、実 施時 期 等を定 めた 計画 を 甲乙協 議の 上、策 定する ものと

する。  

３  甲 は 、 こ の 協 定 の 有 効 期 間 内 に お い て 、 前 項 の 計 画 に 基 づ き 、

予算の 範囲 内で 森 林整備 を実 施す る 。  

４  森 林整 備を 行 うため に要 する 費 用の負 担割 合は 、甲乙協 議の 上、



決定す る。  

 

 （交 流事 業の 実 施）  

第 ４ 条  甲 は 、「 こ し が や ・ お が の 交 流 の 森 」 に お い て 、 植 樹 等 の

体験に よる 住民 の 環境学 習そ の他 の 交流事 業を 実施 し 、乙は 、これ

に協力 する もの と する。  

２  前 項 の 交 流 事 業 の 実 施 に 係 る 日 程 等 の 詳 細 な 事 項 に つ い て は 、

甲乙協 議の 上、 決 定する もの とす る 。  

 

 （交 流活 動の 場 ）  

第 ５ 条  甲 は 、「 こ し が や ・ お が の 交 流 の 森 」 を 、 甲 乙 間 の 交 流 活

動の場 とし て使 用 するこ とが でき る 。  

２  乙 は、甲に 対 し、前 項の 規定 に よる使 用に 関し 、使用料 等その

他の対 価を 求め な い。  

 

 （二 酸化 炭素 吸 収量）  

第６条  甲 は、こ の協定 によ る森 林 整備活 動に より 得 られる 二酸化

炭素吸 収量 につ い て、埼 玉県 から 森 林 CO2 吸収 量の 認 証を受 け、甲

の 区 域 内 に お い て 発 生 す る 二 酸 化 炭 素 排 出 量 と 相 殺 す る こ と が で

きる。  

 

 （乙 の協 力）  

第７条  乙 は、本 協定の 目的 の達 成 に関し 、次 に掲 げ る事項 に協力

するも のと する 。  

 ⑴  甲が 行う 森 林整備 活動 に関 す ること 。  

 ⑵  甲 が 行 う 埼 玉 県 へ の 森 林 CO2 吸 収 量 認 証 申 請 及 び 森 林 整 備

に係る 補助 金等 の 事務手 続に 関す る こと。  



 ⑶  その 他本 協 定の目 的を 達成 す るため に必 要な こ と。  

 

 （区 域の 管理 ）  

第８条  「こ しが や・おが の交 流の 森」の管 理は 、甲 乙が相 互に 連

携を図 りな がら 、 協力し て行 うも の とする 。  

２  甲 及 び 乙 は 、「 こ し が や ・ お が の 交 流 の 森 」 に お い て 工 作 物 の

設置又 は撤 去そ の 他の現 状の 変更 を しよう とす ると き は、甲 乙協議

の上、 実施 する も のとす る。  

 

 （立 木及 び木 材 の所有 権及 び取 扱 い）  

第 ９ 条  こ の 協 定 に よ り 植 栽 し 、 又 は 育 成 さ れ た 立 木 の 所 有 権 は 、

乙に帰 属す る。  

２  こ の協 定に よ り伐採 した 木材 の 所有権 は、甲乙 協 議の上 、定め

るもの とす る。  

３  乙 は、協定 期 間内に おい て、や むを得 ない 理由 に より植 栽した

立木を 伐採 し、又 は譲渡 しよ うと す るとき は、あら か じめ、甲と協

議する もの とす る 。  

４  天 災 そ の 他 甲 及 び 乙 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ

っ て 立 木 の 生 育 に 支 障 を 来 し た 場 合 の 当 該 立 木 の 取 扱 い に つ い て

は、甲 乙協 議の 上 、定め るも のと す る。  

 

 （協 定の 有効 期 間）  

第１０ 条  この 協 定の有 効期 間は 、令和５ 年５ 月１ 日 から令 和１０

年３月 ３１ 日ま で とする 。  

２  甲 及び 乙は 、前項の 有効 期間 の 満了後 も引 き続 き この協 定を継

続 し よ う と す る と き は 、 当 該 有 効 期 間 の 満 了 前 に 、 甲 乙 協 議 の 上 、

所要の 手続 をと る ものと する 。  



 

 （協 定の 変更 又 は廃止 ）  

第１１ 条  この 協 定を変 更し 、又 は この協 定を 前条 の 有効期 間の中

途にお いて 廃止 し ようと する とき は 、甲乙 の合 意に よ らなけ ればな

らない 。  

 

 （協 議）  

第 １ ２ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ

た事項 につ いて は 、甲乙 協議 の上 、 定める もの とす る 。  

 

 

この協 定成 立の 証 しとし て、本書 ２ 通を作 成し 、甲 、乙が署 名押印

の上、 各１ 通を 保 管する 。  

 

令和５ 年  ５月  １日  

 

甲   埼玉 県越 谷 市越ヶ 谷四 丁目 ２ 番１  

越谷市  

            越 谷市 長   福  田   晃  

 

乙   埼玉 県秩 父 郡小鹿 野町 小鹿 野 ８９番 地  

秩父郡 小鹿 野町  

            小 鹿野 町 長  森   真太 郎  


